
協議：令和5年度病床配分に係る算定病床の変更
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経緯

○葉山ハートセンター（医療法人徳洲会）より相談

令和5年度の病床配分（32床／要件：回復期）において、「回復期リハビリ
テーション病棟」で配分を受けたが、実際に増床するに当たっては「地域包括ケ
ア病棟」としたい。

（理由）
高齢者疾患の患者の受入間口を広げることができる。
レスパイトも受け入れることが可能。
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令和5年度病床配分の公募条件
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令和5年度病床配分の配分結果

○病床配分の事前協議書（令和5年11月）
→「32床増床：回復期リハビリテーション病棟 予定」と記載あり

○令和5年度 第3回三浦半島地区保健医療福祉推進会議（令和6年1月31日）で協議
→会議資料（非公開）中「事前協議の申出概要」には「回復期機能」と記載（事務局作成）
→当日の協議において委員より質問あり、回復期リハビリテーション病棟の予定である旨
事務局から回答

○令和5年度 第5回保健医療計画推進会議（令和6年2月21日）にて配分決定
→会議資料（非公開）中「配分（案）内訳」には「回復期機能」とのみ記載あり

○令和5年度 第3回医療審議会（令和6年3月21日）にて事前協議決定報告

○県から法人あて事前協議決定通知（令和6年3月27日）
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変更の申出理由
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対応方針案

○ 令和5年度の病床配分では、回復期（回復期リハビリテーション病棟または地
域包括ケア病棟・入院管理料）が要件とされていたが、令和5年度第3回調整会
議において回復期リハビリテーション病棟であることが明らかにされた上で配分案
が承認されている。
○ しかし、葉山ハートセンターから提出された理由書によれば、地域包括ケア病棟
に変更することで、地域の高齢者救急やレスパイトの受入が進む趣旨が記載され
ている。

本日の協議で了承された場合は当該変更を認めることとしてはどうか。

※ ただし、病床機能報告上は回復期として報告していただくものとする。


